
「ノウハウ」は，誰もがお馴染みの言葉です

が，その定義や性質について正確に把握されて

いないことが意外に多いのではないでしょう

か。

その一方で，昨今では，企業が新規発明等の

技術情報を特許等として出願して権利化するの

でなく，ノウハウとして秘匿することで競争優

位性を保つこともひとつの重要な選択肢として

検討されるようになっています。

本稿では，企業の技術戦略・知財戦略上の重

要性が増しつつある「ノウハウ」について，そ

の性質と，ノウハウの漏洩や不正開示・使用に

対する保護・救済を受けるための留意点を説明

します。

1 ．はじめに

ノウハウとは，「秘匿されている技術上，営

業上の秘密情報」を指します。技術的な情報

（極秘の製造方法等）が典型例ですが，①秘匿

されており，②産業上有益な情報であれば営業

上のもの（顧客開拓の秘訣等）も含まれる広い

概念です。また，技術的レベルの高低や特許要

件の有無も問いません（製造工程，成分，設計

図面，実施データ，臨床データ等）。さらに，

有形の文書に表現されたものに限らず，人の知

識，個人の経験や訓練により習得された技や感

覚のような，いわゆる暗黙知も含まれます。

近年では，自社内で生み出された知的財産を

保護・活用する手段を検討する上で，特許制度

のメリット・デメリットと，ノウハウによる秘

密管理のメリット・デメリット（後述）を比較

考量し，他人がすぐに類似の技術を思いつくよ

うな性質のアイディアは特許出願を行い，他方，

公開されない限り他人が類似の技術を思いつく

ことは難しいであろうという性質のアイディア

についてはノウハウとして秘匿するなど，特許

権の取得とノウハウとして秘密管理する手法を

2 ．ノウハウの定義
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ノウハウとその保護について
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組み合わせる企業も現れています。

また，「暗黙知」は，基本的には文章等に表

現して客観的に認識したり管理したりすること

が難しいものであるため，ライセンスの対象や

法的な保護の対象になりにくいものですが，昨

今では，その重要性に着目し，ビデオその他の

媒体に記録して秘密として管理しようという取

り組みを始めている企業もあります。

ノウハウの特徴は，特許制度との比較により

理解が深まります。そこで，以下，特許権とノ

ウハウの違いについて述べます。

（1）権利の発生・取得

特許権を取得する場合，特許庁への出願や特

許法の定める登録要件を充足することが必要と

なります。他方，ノウハウは，ある技術的なア

イディアを発案しそれを秘匿すれば，その瞬間

からノウハウとなり，特許庁への出願や審査は

不要です。

（2）出願公開制度による内容の公開

特許制度は，新規な発明を公開する代償とし

て特許権という独占的排他権を一定期間付与す

る制度であるため，法上，出願をすれば出願公

開等により発明内容は必ず公開されます。する

と，国内外の競争相手にキャッチアップ（改良

発明等）のヒントを与えてしまうデメリットが

あります。また，権利化に至らなかった発明に

関しては，単に技術情報を公開しただけで終わ

ってしまいます。さらに，権利化されたとして

も，侵害発見が困難な技術は権利行使が事実上

不可能であるため，特許権本来の効果を期待で

きず，結果として単に技術情報を公開しただけ

に留まってしまいます。一方，秘匿されている

ノウハウは，特許制度のように公開されないこ

とから，改良技術の出現を遅らせることや第三

3 ．特許権との違い

者による隠れた使用や模倣を防ぐことができま

す。よって，第三者の独自開発により技術がレ

ベルアップしたり，代替技術が出現したりする

までは自社の優位性を確保し続けられる点でメ

リットがあります。

（3）存続期間

特許権の存続期間は出願日から20年間に限ら

れていますが，ノウハウは，秘密である限り永

久に財産的価値が持続します。この点で，存続

期間が一定期間に限られる特許権に比べてメリ

ットと言えます。しかし，ひとたび外部の者に

知られると，以後は財産的な価値を失ってしま

うというリスクがあることに注意が必要です。

（4）独占的な効力

特許権は，たまたま第三者がその特許権の存

在を知らずに同じ技術を実施した場合であって

も，その第三者に対して権利行使を行うことが

できますが（絶対的な独占的排他権），ノウハ

ウにおいては，自分が実施しているのと同じ技

術を第三者が偶然に実施している場合，その第

三者に対して差止請求や損害賠償請求をするこ

とはできません（相対的な独占権）。ノウハウ

の保護を定める不正競争防止法は，第三者が不

正にノウハウを取得・使用・開示することに対

して損害賠償や差止を請求できるとしているに

留まるためであり，この点はノウハウのデメリ

ットです。
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メリット 1．出願等の手続が不要
2．権利期間が長い
3．公開制度による模倣・改良技術の
出現を防止

デメリット 1．いったん公知化すると価値失われる
2．独占的排他権なし
3．他人による権利行使（先使用権な
い場合）

表１　ノウハウのメリット・デメリット
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１）ノウハウが他人によって窃取・不正使用

等された場合には，「不正競争防止法」に基づ

いて差止請求や損害賠償請求を行うことができ

ますが，以下の２点に留意が必要です。

（ｉ）ノウハウは，秘密にすることで事実上

その技術を独占し第三者の模倣を防止するもの

です。よって，秘密である限りいつまでも価値

を保ち続けますが（陳腐化を除く）ひとたび外

部に漏洩して公知になると以後無価値になって

しまいます。確かに，ノウハウが窃取，不正使

用等された場合には差止請求や損害賠償請求と

いった不正競争防止法上の救済手段を利用する

ことができますが，窃取，不正使用等によりノ

ウハウがいったん公知化してしまった場合に

は，事後的にノウハウを原状回復させることは

不可能です。ゆえに，ノウハウが決して外部に

漏れないよう管理することがノウハウ管理にお

いてもっとも重要です。

（ii）ノウハウが他人によって窃取・不正使

用等された場合において不正競争防止法上の救

済を受けるためには，そのノウハウが不正競争

防止法第２条第６項に定義する「営業秘密」に

該当するよう適切に管理されている必要があり

ます（後述４．１）。

２）また，ノウハウとして管理する場合，そ

4 ．ノウハウとして管理する場合の留
意点

のノウハウと同一の特許権を第三者が取得する

リスクにも注意する必要があります。具体的に

は，自己に「先使用権」（特許法第79条）が認

められないと，そのノウハウの利用は，第三者

の特許権侵害となります。特許権は絶対的な独

占的排他権であるため，たまたま同一の技術を

実施している者にも権利行使を行うことができ

ます。この原則は，たとえ自分で考案したノウ

ハウを使用しているに過ぎない場合であっても

当てはまりますので，第三者にそのノウハウと

同一の特許権を取得された場合には，自己に

「先使用権」が認められる例外的な場合を除き，

特許権侵害に該当します。先使用権の成立要件

については後述します。

不正競争防止法第２条第６項では，「営業秘

密」は，①秘密として管理されている，②生産

方法，販売方法その他の事業活動に有用な技術

上又は営業上の情報で，かつ③公然と知られて

いないもの，と定義されています。これらは①

秘密管理性，②有用性，③非公知性の３要件と

言われ，ノウハウが「営業秘密」として同法に

基づく保護を受ける為には，これらの３要件を

満たしていなければなりません。

（1）秘密管理性

ある情報が「営業秘密」として不正競争防止

法に基づく保護を受けるためには，その情報が

「秘密として管理されていること」が必要です。

実務的にはこの秘密管理性の要件を満たすか否

かが営業秘密と認められるかどうかの重要なポ

イントとなるケースが多いと思われます。

判例では，秘密管理性が認められるための条

件として，「客観的認識可能性」と「アクセス

制限」の二つを挙げています。

客観的認識可能性とは，対象となる情報にア

クセスした者が「その情報が秘密であること」

4．1 不正競争防止法に基づく保護
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表２　特許権との違い

特許権 ノウハウ
保護法 特許法 不正競争防止法
出願手続 要 不要
登録要件 あり（新規性等） なし（但し営業秘密の

「３要件」）
審査 あり なし
公開 あり なし
効力 絶対的な独占的排他権 相対的独占権
権利期間 出願から20年 秘密の限り，無期限
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を客観的に認識できることです。例えば，書面

や電子情報の記録媒体に「極秘」「秘」等の表

示をつけること等が考えられます。

アクセス制限とは，対象となる情報にアクセ

スできる者を制限することであり，秘密情報を

施錠したロッカーに保管することや，電子化さ

れた秘密情報についてパスワードを設定するこ

と等が挙げられます。また，秘密情報を廃棄す

る際に一般のゴミと同様に廃棄していた場合に

は，アクセス制限がなかったとみなされる可能

性がありますので，対象となる情報の性質や機

密レベルにあわせた廃棄方法（文書や記録媒体

の焼却・シュレッダー・溶解処理，ハードディ

スクの物理的破壊等）を実施することが重要で

す。

判例では，営業情報について，同情報を知り

うる立場にある全員に，誓約書による秘密保持

義務を課したことをもって秘密管理性を認めた

ケース１）や，キャビネットに保管され，室外へ

持ち出す場合には，管理台帳への記入が必要で

あったこと，CADデータ等は，一定部門以外

の者に対してはアクセス制限がかけられていた

こと，外注先に開示する場合は，秘密保持契約

を締結していたことをもって秘密管理性を認め

たケース２）があります。但し，裁判所は，秘密

管理性を認定する上で「要求される情報管理の

程度や態様は，秘密として管理される情報の性

質，保有形態，企業の規模等によって決せられ

るものである」３）と述べていますので，ある判

例で秘密管理性が認められた管理方法であって

も，情報の性質，保有形態，企業の規模等が異

なる場合には秘密管理性が認められない場合が

ある，ということに留意する必要があります。

これに関して，経済産業省は平成15年１月に

「営業秘密管理指針」を発行（平成17年10月改

訂，平成22年４月（予定）再改訂）し，「企業

が営業秘密に関する管理強化のための戦略的な

プログラムを策定」する際の参考となる管理手

法を示しています。特に再改訂版では，「企業

の実態を踏まえた合理性のある秘密管理方法の

提示」という視点に立って，「不正競争防止法

上の営業秘密としての法的保護を享受しうる管

理水準」を示すことが目的，としています。

なお，いかに「営業秘密」として不正競争防

止法上の救済を受けられるとしても，ノウハウ

が開示，漏洩された場合には事業の実施に大き

な影響が出ることは避けられません。したがっ

てノウハウの管理においては，「秘密管理性」

を満たす最低限の管理ではなく，よりレベルの

高い管理を実施することにより不正な開示，漏

洩の可能性を極小化する，という選択肢もあり，

上記の経済産業省の指針でも「より高度な管理

手法」が示されています。しかし，このような

高度な管理手法の採用については，それにかか

る費用と業務への影響を総合的に検討し，判断

する必要があります。

（2）有用性

秘密として管理している情報であっても，そ

の情報自体が事業活動に有用な技術上または営

業上の情報でなければ､営業秘密として保護を

うけることはできません。

ここでいう「有用」とは，極めて広い意味で

使われており，その情報を保有し，使用するこ

とで競争上優位となるか（競争優位性），事業

活動に使用することで費用の節約，経営効率の

改善等に役立つか（事業への活用性）といった

視点からの検討が必要です。また，現時点で直

接ビジネスに活用されている情報に限らず，例

えば失敗事例のようなネガティブ・インフォメ

ーションや，将来の事業に活用できる情報にも

有用性は認められうる，とされています。さら

に同じ情報であっても，利用場面（例えば試験

段階か，製造段階か）によって有用性の判断が

異なる可能性もあるとされています。

一方で，役職員のゴシップや不祥事等のスキ
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ャンダルに関する情報，公序良俗に反する情報

（例えば犯罪の手口や脱税の方法）は，秘密と

して法的に保護されることに正当な利益がある

情報とはいえないので，有用性はないと判断さ

れます。

（3）非公知性

「秘密管理性」及び「有用性」が認められた

としても，その情報が広く一般に知られている

ものであり，誰でも容易に知り得ることができ

るものであれば，営業秘密としての保護を受け

ることはできません。この「非公知性」の要件

が認められるためには，当該情報がその保有者

の管理下以外では一般に入手できない状態にあ

ることが求められます。例えば，出版物や学会

発表等の公表情報から容易に引き出すことがで

きる情報は，非公知とはいえません。

一方で，単に多くの人が当該情報を保有して

いるというだけで「公知」になるわけではあり

ません。例えば，ライセンス契約により多数の

ライセンシーにノウハウを提供しているが，契

約上秘密保持義務をライセンシーに負わせてお

りそれが遵守されている場合は，当該情報が公

知であることにはなりません。また，複数の者

が同じ情報を保有している場合でも，各保有者

において当該情報が秘密として管理され，保有

者以外の第三者には知られていない，という場

合も，当該情報は非公知である，といえます。

発明をノウハウとして秘匿していたときに，

独自に同じ発明をした他の者が，その発明につ

いて特許権を取得した際には，自己のノウハウ

の実施がその特許の侵害になる可能性がありま

す。ただし，ノウハウとして実施していた者に

「先使用権」が認められる場合は，特許権の権

利行使を免れ，事業を継続することができます。

「先使用権」とは，特許法第79条に規定される

4．2 先使用権の主張

法定の通常実施権で，特許が出願された時点で，

先に当該特許の対象である発明と同一内容の発

明を完成し，その発明の実施である事業を行い，

あるいはその準備をしていた者（先使用権者）

に対して，特許を無償で実施する権利を認め，

事業の継続を図れるようにする，というもので

す４）。

（1）先使用権の要件

特許法第79条では，先使用権の要件として，

大きく以下の二つが挙げられています。

１）特許出願に係る発明の内容を知らないで

独自にその発明をしていること（あるいは独自

に発明した者から知得していること）

発明をした者からそれを知得した者も先使用

権を主張することができますので，企業の研究

者の職務発明を当該企業が実施する，という場

合も，当該企業は先使用権を主張することがで

きます。

２）特許出願の際，現に日本国内においてそ

の発明の実施である事業をしている，又はその

事業の準備をしていること

特許出願の際に既に完成していた発明であっ

ても，現に実施又はその準備をしていなかった

場合には，その発明について先使用権を主張す

ることはできません。事業を現に実施している

場合にはその立証は比較的容易ですが，「事業

の準備」については具体的にどのような状況に

あれば主張できるのかがポイントとなります。

これについて判例５）では，「いまだ事業の実

施の段階には至らないものの，即時実施の意図

を有しており，かつ，その即時実施の意図が客

観的に認識される態様，程度において表明され

ていることを意味すると解するのが相当」と判

断しています。

835知　財　管　理　Vol. 60 No. 5 2010

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



（2）先使用権の効果

自己の発明についてノウハウとして秘匿して

事業に利用している者が，そのノウハウについ

て上記（1）の要件を満たしていると認められる

場合には，独自に同一の発明をして特許を取得

した者から特許権侵害の訴えを起こされた場合

でも，先使用権を抗弁として主張することによ

り，侵害の訴えを退けて，事業を継続すること

が可能です。もちろん，特許権者に実施料を支

払う必要もありません。

ただし，先使用権はあくまで通常実施権です

ので，その発明の実施を独占できるわけではな

く，特許権者自身や特許権者から実施許諾を受

けた者による当該発明の実施を止めることはで

きません。さらに，先使用権は他人への実施許

諾は認められず，その移転も，実施の事業とと

もにする場合，特許権者の承諾を得た場合及び

相続その他の一般承継の場合に限定されます６）。

（3）実務上の留意点

先使用権の要件を満たしていることを立証す

るには発明の開始から完成，事業の準備，実施

に至るまでの過程を，後日証拠として提示でき

るような形で記録に残すことがポイントになり

ます。

具体的には，発明や事業の時期・内容を記録

した資料（研究日誌や成果報告書，技術仕様書，

事業の実施に関する議事録や稟議書等の意思決

定書面，事業計画書，契約書，事業報告書等）

を確実に残して適切に管理することが必要とな

ります。

これらの記録等の作成時期や内容に関する証

拠力をより高める為には，確定日付や公正証書，

あるいは事実実験公正証書といった公証制度を

利用することが推奨されています。また，最近

ではこれらの記録を電子データとして保存する

ことも多い為，電子公証制度やタイムスタン

プ・電子署名を利用することも有効です。

「先使用権制度」については，平成18年６月

に特許庁が発行（平成19年10月更新）した先使

用権制度ガイドライン（事例集）「先使用権制

度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管

理のために－」に事例を含めて解説されていま

すので，詳細はそちらをご覧ください。

企業が，事業上有用な情報をノウハウとして

秘匿するか，権利化して保護を図るかを判断す

る際には，ノウハウの性質をよく理解し，その

メリット・デメリットを総合的に検討した上

で，適切な管理等の対策をとることが重要であ

り，それがノウハウの活用による事業上の優位

性を長期にわたり維持できることにつながりま

す。

また，ひとたびノウハウとして秘匿すること

を選択した場合でも，事業の拡大の中で秘匿状

態を維持し続けることが最善の手段か，といっ

た事業戦略上の判断や，第三者による競合技術

の開発状況や他者による権利化のリスクといっ

た市場環境の変化に応じた判断に基づき，随時，

ノウハウとして維持するか権利化するかを選択

することが肝要です。

本稿が，各社におけるノウハウの管理や利用

に関する検討を行う上での一助となれば幸いで

す。

注　記

1） 大阪高裁判平成20年７月18日

2） 名古屋地裁判平成20年３月13日

3） 同上

4） 特許法第79条の規定は，実用新案権にも準用さ

れますので，実用新案権についても先使用権が

認められています。（実用新案法第26条）

5） ウォーキングビーム事件 最判昭和61年10月３日

6） 特許法第94条第１項

（原稿受領日　2010年２月24日）
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